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論　　説

　抄　録　2006年12月１日付の連邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure；FRCP）の改正
により，電子情報の取り扱いに関する規定が整備された。近頃，適切にｅディスカバリを行わなかっ
た当事者に対し厳しい制裁が科されている事件が目立ってきている。電子情報の性質上，従前とは異
なる対応が必要なことから，日本企業にとっても対応が急務である。本稿では，ｅディスカバリ時代
の幕開けにおいて，企業がｅディスカバリへの対策として日頃から留意すべき点につき考察した。
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1 ． はじめに

2006年12月１日にFRCPの改正により，電子
的な情報を紙ベースの文書と同様に扱うことが
明確化され，電子情報の取り扱いに関する特別
な規定も設けられたのはまだ記憶に新しい。そ
れから数年が経過し，FRCPの適用と解釈に関
する重要な判断が裁判所によってなされてきて
おり，多くの判決の中で，適切にｅディスカバ

リを行わなかった当事者に対し，厳しい制裁が
科されている。また，今後この手続きが急増し，
それに要する費用も急増することが予想され，
日本企業もｅディスカバリに効果的に対応する
ことが急務となってきているのが現状である。
本稿では，ここ数年の米国連邦地裁の判決を

中心に，ｅディスカバリ固有の問題が論点とな
った判決を研究し，ｅディスカバリへの対策と
して，日頃から留意すべき点につき考察した。
なお，本稿は2010年度国際第１委員会第５
WGメンバーである，半田昌巳（リーダー，武
田薬品工業），谷口洋樹（三洋電機），加藤大登
（デンソー），高橋伸行（ヤマハ），井上忠之（川
崎重工業），丸子敬生（マツダ），伊藤ふみ（神
戸製鋼所），堀川環（副委員長，大日本住友製薬）
が担当した。

2 ． ｅディスカバリ概要

2．1　ｅディスカバリとは

ｅディスカバリは，電子形式で保存された情報
＊  2010年度　The First International Aff airs 
Committee

ｅディスカバリの実態とその対応策
──これでｅディスカバリなんか怖くない？──
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いわゆるESI（Electronic Stored Information：
以下，電子情報）に対するディスカバリである。
米国の民事訴訟においては，当事者が証拠を収
集する手段としてディスカバリがある。情報工
学の進歩やコンピュータの普及につれて，電子
情報の重要度が増してきたことから，1990年代
には電子情報が証拠として認められるようにな
り，2006年FRCP改正にて，ディスカバリの対
象に電子情報が含まれることが明確に示された
（FRCP 34条（a））。ここ数年で，ｅディスカバ
リの対象となる情報が爆発的に増大してきてい
るのが現状である。

2．2　ｅディスカバリの位置付け

ディスカバリは，証拠開示手続きとも称され，
原告，被告両当事者が訴訟に関する情報を相手
方に要求し，公判前にお互いの情報を開示しあ
うことを義務付けた手続きである。ディスカバ
リにおいては，裁判所を介することなく当事者
間で情報開示を行う事ができる。なお裁判所が
介入するのは，例えばその情報が開示対象に含
まれるのか否かといった点で意見が対立した場

合など，当事者間の手続において紛争が生じた
場合などに原則限られている。
ディスカバリでは，相手から求められれば自

社に不利な情報も開示しなくてはならない。も
し，虚偽報告，隠蔽，改ざん，意図的破棄等の
行為が発覚した場合は，訴訟において，裁判官
に悪い心証を形成させ，または，制裁を科され
る場合がある。なお，このディスカバリ段階で
開示されなかった新たな情報を公判段階で提出
するといった，いわゆる不意打ち行為は許され
ていない。図１に米国訴訟の提訴前から証拠開
示手続き開始までの概略を示したが，ｅディス
カバリにおいては，通常のディスカバリ以上に
訴訟ホールド（証拠保全要請）の義務があるこ
とに注意を払う必要がある。
この義務を怠った場合に問題が生じる可能性

があり，紙文書の場合では一度作成されれば原
則文書がそのまま残るが，電子情報は改変や消
去が容易であり，より証拠の毀棄（Spoliation）
につながる虞があるためである。
また，ｅディスカバリでは紙媒体と比較して

対象となる情報量が膨大となることから，電子

図１　提訴以降の概略
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情報を提出する側に大きな負担が掛かることに
なる。そこで，当事者の過度の負担をさけるた
め，開示制限が認められる場合がある。従って，
提訴後，両当事者によりディスカバリ計画会議
の際に電子情報の取り扱いに関しても，詳細に
決定しておく必要がある。合意できなかった点
に関しては，両者の案を併記して，計画案を裁
判所に提出し，裁判所の判断を仰ぐことになる。
また，実際にディスカバリ手続きが始まった
後の重要な作業の一つは，弁護士秘匿特権によ
り保護される情報と開示される情報とを分別す
ることである。特に，ｅディスカバリにおいて
も，Ｅメール等の大量の電子情報の中から秘匿
特権で保護された情報を分別する必要があり，
非常に負担がかかる作業となる。
また，電子情報には，メタデータという紙文
書にはない情報が付随しており，この点もｅデ
ィスカバリ特有の問題点となり得る。
３章においては，ここ数年に下された判決の
中より，上述のｅディスカバリに特有の留意点，
問題点に関連する具体的な事例を挙げて，説明
を加えている。

3 ． ｅディスカバリの主な問題点 

3．1　訴訟ホールド

（1）訴訟ホールドとは
訴訟ホールド（litigation hold）とは，訴訟

の発生が合理的に予期される場合に，社内の文
書管理規定に定められた定期的な文書の廃棄を
停止して，訴訟に関連する文書の保全を指示す
る社内通達であると定義されている（Zubulake
事件１））。保全義務が発生した場合には，法務・
知財部が主体となって，IT部門と協議して対
応を進めるとともに，関連文書が存在する部署
及び従業員を特定し，訴訟ホールドの通知を行
う。通知には，①保全する理由，②保全する情
報の範囲，③必要となる行為等を記載する。

ｅディスカバリにおいて，上記②については，
契約書やメモ，レター等の紙媒体だけでなく，
Ｅメール等の電子情報も対象になる点及び，社
内のコンピュータだけでなく，関連文書が発見
される可能性のある自宅のコンピュータやデー
タ端末も対象となりうる点も指示する（Orrell
事件２））。さらに，上記③については，特に電
子情報の消去や上書きをしないよう指示すべき
である３））。

（2）訴訟ホールドの開始時期
１）訴訟提起時
訴訟ホールドを開始するタイミングについ

て，Zubulake事件において裁判所は，「合理的
に訴訟が予期された時点（a party reasonably 
anticipates litigation）」としている。ここで，「合
理的に訴訟が予期される時点」が，どの時点を
指すのかが問題となる。
この時点とは，訴訟の被告側であれば，訴訟

が提起されたことを知った時となることが多
い。一方，原告側であれば，原告自身が訴訟提
起のタイミングをコントロールできることか
ら，訴訟提起前に訴訟ホールドを実施すべきで
ある（Innis Ardan Golf Club事件４））。しかし，
「合理的に訴訟が予期される時点」は個別具体
の事案に応じて判断されることも多い。特に，
被告側にとっては，訴訟を提起された時点で訴
訟ホールドを開始していたのでは遅い場合もあ
る。以下では，いくつかの判決から訴訟ホール
ドを開始すべき時点について検討する。
２）侵害警告の受領時
Kevin Keithly事件５）は，不動産に関する情

報を提供するシステムについて特許権を保有し
ていた原告が，被告が提供するシステムが特
許侵害にあたるとして訴訟を提起した事例で
ある。原告は2003年10月１日に訴訟を提起した
が，提起以前の2001年８月３日に原告から被告
に対して，訴訟を提起する旨の警告書が送付さ
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れた。裁判所は，合理的に訴訟が予期された時
点は，被告が警告書を受領した2001年８月３日
であり，その時点において訴訟ホールドを開始
すべきであったと判断した。
KCH事件６）では，訴訟提起前の2005年10月
に原告KCHの社長から，被告のVanaire氏に対
して，被告によるKCH社のソフトウェアの不
正使用を指摘する電話を行った。被告はこの電
話を受けて従業員に対して自社の端末に入った
対象ソフトの削除を命じている事実から，裁判
所は被告が合理的に訴訟を予期できた時点は，
原告より電話を受けた2005年10月とした。
３）当事者が訴訟の提起を予期していた時
Zubulake事件では，UBS銀行の元従業員で

ある原告が雇用差別を理由に提起した事例にお
いて，裁判所は，本件訴訟の発生が予期され
たのは，遅くとも原告が雇用機会均等委員会
（EEOC）に申立てを行った時点とした。その
上で，裁判所はさらに，被告により提出された
証拠からEEOCへの提起の４ヶ月前には多くの
UBS社員が訴訟提起を予期していたことから，
文書保全義務はその時点から発生していたと判
断した。
NTL事件７）では，元々NTLに対して2002

年４月に集団代表訴訟が提起されていたが，
NTLは，2002年３月の時点で訴訟が提起され
る可能性が高いことを従業員に知らせるメモを
作成していた。このことから，裁判所は，メモ
作成時点が，合理的に訴訟を予期できた時点で
あるとした。
一方，特許権者の立場からは，侵害訴訟を提
起するタイミングをコントロールできること
から，訴訟ホールドは訴訟提起前に実施すべ
きと考えられる。この点Micron Technology事
件８）では，2000年４月に原告Micron社が被告
Rambus社に対して特許非侵害の確認訴訟を提
起した事例であるが，特許権者である被告は
1998年10月に「1999年度は自社の特許ポートフ

ォリオを強化し，訴訟ターゲットを絞り込む」
とする訴訟戦略を策定し，同年12月には上記訴
訟戦略の実施の時期と動機を明確にした。この
ような事実から，裁判所はRambus社が遅くと
も1998年12月には訴訟の提起を予期していたと
判断した。
４）関連訴訟が他で提起されていた時
Phillip M. Adams事件９）は，記録装置の欠陥

を解決する技術に関して特許権を保有する原告
が14社の被告に対して侵害訴訟を提起した事例
である。被告の１社であるASUS社（Ａ社）は
2005年２月に原告から警告書を受領していた
が，裁判所は被告らがこれよりも早い段階で訴
訟を予期していたと判断した。すなわち，1999
年，2000年にそれぞれ，装置の欠陥に関して，
被告以外のメーカが集団代表訴訟を提起されて
いた事実，さらに2000年に被告であるＡ社が装
置の欠陥に関する特許出願を行っていた事実か
ら，各メーカは装置の欠陥を解決する技術につ
いて敏感になっていたと認定し，1999－2000年
には合理的に訴訟が予期され，文書保全義務が
発生していたとした。

（3）まとめ
以上のように，訴訟ホールドを実施すべきタ

イミングは，被疑侵害者側は遅くとも訴訟を提
起された時点であるが，事案に応じてそれより
も前に実施すべき場合も多い。証拠隠滅を理由
に裁判所から制裁を科されるリスクを回避する
ために，特許権者から侵害警告を受けた場合や，
特許権者が他社に対して訴訟を提起し自社にも
及ぶおそれがある場合等，何らかの手段で訴訟
の発生が少なからず予期できた場合には，早急
に訴訟ホールドを実施し，関連文書の保全に努
めるべきである。また，特許権者側は，自社の
訴訟戦略ポリシーに従って行動を開始する時点
では遅くとも訴訟ホールドを実施すべきであ
る。
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事が起きる前に，事前に通達を出す流れを決
め，手順の確認を行い，いざという時に適切な
時期に訴訟ホールドを実施できるようにしてお
くことが望ましい。

3．2　証拠の毀棄（Spoliation）

（1）証拠の毀棄と制裁
証拠の改ざんや破棄を，ディスカバリでは，
証拠の毀棄（Spoliation）と呼ぶ。ｅディスカ
バリでは，当事者のパーソナルコンピュータ，
サーバ，記録媒体などに記憶された電子情報を
収集・分析し，証拠となる電子情報に改ざんや
破棄が行われていないかを調査する，デジタル
フォレンジックと呼ばれる作業が行われる10）。
こうした調査を通して，証拠の毀棄を行ったこ
とが明らかになり，裁判所から制裁を科された
事例が数多く存在する。
証拠の毀棄はディスカバリ違反に該当し，制
裁の対象となる。FRCP37条（b）（2）（A）は，
ディスカバリ命令で要求された情報の開示に従
わない場合に裁判所が科すことのできる各種の
制裁を，同条（b）（2）（C）は，非開示により生
じた相手方弁護士費用を含む合理的費用の支払
いの制裁を定めている。裁判所は，証拠の毀棄
を行った当事者に対し，これらのルールに基づ
き，制裁を科すことができる。実際にどのよう
な制裁が科されるかは，開示要求側が受けた被
害やディスカバリ命令に違反した当事者の有責
性（culpability）の度合い等，いくつかの要因
が考慮され，裁判所の裁量により決定される。

（2）制裁が科された事例
著作権侵害が問題になったVictor Stanley事
件11）では，訴訟開始後に被告Creative Pipe社
の社長の業務使用のコンピュータ及び外付けハ
ードディスクドライブから電子情報が削除さ
れ，また裁判所からの度重なる証拠保全命令を
受けたにもかかわらずハードディスク消去プロ

グラムを実行してコンピュータ上の電子情報の
消去を繰り返して行う等，被告による悪質度の
高い証拠隠滅行為が明らかになった。裁判所は
これらの行為が意図的に悪意で行われたものと
批判し，被告に著作権侵害に関して欠席裁判及
び差し止め命令の制裁を科し，さらに，これら
の行為が法廷侮辱にあたるとして，被告社長に
対し，原告の弁護士費用を支払わない限り２年
以下の禁固刑に処す旨，厳しい制裁を科した。
Hawaiian Airline事件12）では，被告Mesa Air 
Groupの経営幹部の一人が，訴訟ホールドの受
領後に，ハードディスク消去ソフトウェアを用
いて電子情報をパーソナルコンピュータのハー
ドディスクから消去して当該電子情報を回復不
能な状態にし，さらに，そのコンピュータのシ
ステムクロックも変更して，訴訟提起前から，
当該電子情報がハードディスク上から消去され
ていたかのように見せようと画策していたこと
が明らかになった。裁判所は，この幹部による
証拠破棄行為を，故意で悪意によるものと批判
した。さらに，証拠になり得る電子情報を消去
したとは断定できないが，意図的に消去を行っ
た事実から，消去された電子情報が訴訟に関連
していたと推定するのが妥当とする不利な推定
（adverse inference）の制裁を科し，この幹部
の行為を防ぐ努力を怠った被告企業にその責任
があると論じた。
Mo s a i d事件 13）では，被告の S am s u n g  

Electronics社（Ｓ社）は，訴訟提起後も，一定
の保存期間を超えたＥメールをメールサーバか
ら自動的に削除する運用を続け，関連するＥメ
ールの提出を怠ったことが明らかになった。裁
判所は，証拠保全義務が生じたことを知りなが
らもＳ社が意図的にメール削除を行っていたこ
とを批判し，被告に対し制裁として，これらの
Ｅメールの削除に関して，証拠の毀棄が行われ
たことの推定を陪審に説示すると共に相手側弁
護士費用を含む50万ドルを超える費用の支払い
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を命じた。

（3）セーフハーバ
FRCP37条（e）はセーフハーバと呼ばれる

条項であり，「裁判所は，例外的な場合を除き，
日常的で（routine）誠実な（good faith）運用
の結果として失われた電子情報の提出を怠った
当事者に対して，制裁を科さない」ことを定め
ている。すなわちこの条項は，文書管理システ
ムにおいて日常的で誠実な運用の結果として電
子情報が失われた場合，ディスカバリ違反の制
裁の対象から免れることができることを規定し
ている。
しかし，この条項の適用には，あくまで，日
常的で誠実な運用が条件となるため，例えば，
証拠保全義務が生じた場合での関連する電子情
報の削除は，誠実な運用とはみなされず，この
ルールは適用されないことに注意されたい。
セーフハーバが適用された事例として，元
従業員が以前に勤務していた店舗を提訴した
Mindy Olson事件14）がある。この事件では，店
舗のビデオ監視システムに記録された，原告の
主張を裏付けるビデオ映像が一定の保存期間の
経過後にシステムから自動削除され提出されな
かった。原告は証拠の毀棄の制裁を申し立てた
が，被告が原告との訴訟の可能性を認識し始め
た日にシステムでの自動削除を停止させていた
ことが明らかとなり，当該ビデオ映像は不都合
な証拠を隠蔽するために悪意で削除されたので
はなく，日常的で誠実なシステムの運用の一環
で削除されたものと裁判所は認定し，原告の申
し立てを棄却した。
一方，前述のPhillip M. Adams事件では，被
告Ａ社はメールサーバに蓄積されたＥメール
の自動削除の運用を採用し，重要或いは必要な
Ｅメールについては，従業員個人の判断で，各
自のパーソナルコンピュータにダウンロードし
てアーカイブするよう，従業員に対して日頃か

ら指導を行っていた。しかし，Ａ社では証拠保
全義務が生じた後も引き続き，Ｅメールの自動
削除の運用並びに従業員個人によるアーカイブ
要否の判断が継続され，その結果として，証拠
になり得る多くのＥメールが削除された。Ａ社
は，こうしたＥメールの削除は，日常的な文書
管理の下で誠実に行われた操作の結果であると
して，セーフハーバの適用を主張した。しかし，
裁判所は，Ａ社が行っていた情報管理実務は，
完全に従業員任せの運用であり，一貫性のある
情報管理ポリシーが社内に存在しなかったとし
て，その主張を退け，Ａ社に制裁を科すのは適
切であると判断した。

（4）まとめ
社内に一貫性のある情報管理ルールを設けて

社員に認知させ日頃からこれを遵守させると共
に，証拠保全義務が生じた際にはメールシステ
ム等の電子情報の自動削除の停止を速やかに行
うことが，証拠の毀棄を防ぐ上で重要である。
また，都合の悪い情報であっても証拠となる情
報の改ざんや破棄を決して行わないよう訴訟の
キーパーソンに徹底する，そのバックアップを
確実に取得する等の対策も重要である。

3．3　過度の負担

これまで述べたように，ｅディスカバリでは
電子情報の提出を要求された側に大きな負担が
かかる。しかし，得られる効果と費用や負担
とのバランスを考慮し，過度な負担や費用がか
かることにより，要求された電子情報が合理的
には入手可能でないことを示せた場合には，原
則提出する必要はない。それに対して要求者
側が開示要求に十分な根拠があると示した場
合には，裁判所は開示命令を出す場合がある
（FRCP26条（b）（2）（B））。ただし，開示要求が
あったとしても情報の重複性，簡便な代替手段
の有無，負荷や費用，情報の必要性，重要性や
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当事者の財力等を考慮して制限が認められ得る
ことが規定されている（FRCP26条（b）（2）（C））。
実際にどのような場合に合理的に入手可能で
ないと判断されるかについて，参考となる具体
的な事例を紹介する。

（1） 合理的に入手可能か否かの検討事項が
確認された事例

Disability Rights Council事件 15）では，原告
はバックアップテープの調査復元やメールのフ
ォーマット変換等を要求し，被告は過度の負担
と費用がかかるという理由で対抗した。裁判所
は，合理的に入手可能であるかどうかの判断に
は，FRCP26条（b）（2）（B）に基づいて以下に示
す７つの要件が検討されると論じた。
（1）ディスカバリ要求の特異性，
（2） より容易にアクセスできる他のソースか

らの入手可能な情報量，
（3） 存在可能性が高いが，より容易にアクセ

スできるソースからは入手可能でない関
連情報の提出漏れ，

（4） 容易にアクセスできる他のソースから入
手できない重要関連情報の発見の見込
み，

（5） 更なる情報の重要性や有用性に関する予
測，

（6）訴訟で問題となっている事項の重要性，
（7）当事者の財力。
結論として裁判所は原告の申し立てを認め，
バックアップデータのサーチを命じた。
尚，この判決で論じられた７つの要件は，
Zubulake判決で使用された所謂「Zubulake 
factors」と呼ばれるものである。Zubulake判
決後にFRCPが改正されているが，「Zubulake 
factors」は改正後も引用されており，FRCP26
条（b）（2）（B）の開示条件を設定する際に，状
況に応じて考慮されると考えられる。

（2）過度な負担が認められた事例
Calixto事件16）では，被告に対する全バック
アップテープの復元指令の正当性が争点となっ
た。被告は復元調査にかかる費用を約４万ドル
と試算し，これにより裁判所は，過度の負担が
あるとの一応の証明義務が果たされたと認め
た。そのため，復元に正当な理由があるかどう
かが次の問題となった。この点に関し裁判所は，
原告が被告の調査方法等に対して異議を申し立
てなかったこと，復元テープの調査が重複的で
ないことが証明されなかったとして，正当な理
由がないと判断した。結論として，ごく一部の
バックアップテープ以外は，復元命令は認めら
れなかった。
Wells Fargo Bank事件17）では，被告は，バ

ックアップテープの復元には６ヶ月もの時間と
50万ドル近い費用がかかると主張した。裁判所
は，被告の重要なＥメールはプリントアウトし
て保管するポリシーによりそれらの情報はすで
に提出されていることから，復元にかかる費用
が，それによって得られるであろう利益と釣り
合わないことを認め，原告の申立てを却下した。

（3）過度な負担が認められなかった事例
ディスカバリにおいて開示を要求された側

が必要な費用を負担するのが原則であるが，
Omnicare事件18）では，被告は原告の開示要求
が合理的なものではないことから，費用負担を
原告に転換させるべきと主張した。これに対し
て裁判所は，費用負担の転換は，当事者が合理
的に入手可能でないと立証された場合に認めら
れうるが，本件において，被告は単に電子情報
がバックアップデータにしか含まれていないと
いうことのみを主張しており，合理的に入手可
能な情報ではないことを立証したことにならな
いとした。
Sec. & Exch.事件19）では，Ｅメールの開示を
要求された原告が，大半のＥメールが秘匿特権
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の対象であって，対象となるＥメールを検索抽
出する費用と時間がかりすぎると主張し，開示
を拒否した。これに対して裁判所は，秘匿特権
対象や無関係なＥメールを取り除くために検索
を試みることさえせずに合理的に入手可能でな
いとみなすことはできず，また，費用を立証す
るための努力が何らなされていないとした。更
に裁判所は，費用と負荷の関係で費用負担の転
換を考える場合，最も重要なことは，「関連す
る情報の発見に特化したときに，どの程度の負
荷や費用がかかるか」を考慮することであると
し，原告の要求は関連する情報に特化されたも
のでなく，見直されるべきであるとした。

（4）まとめ
単に費用が高すぎる，過度な負担であると主
張するだけでは合理的に入手可能ではないとは
認められない。関連する情報のディスカバリに
特化し，十分な根拠に基づいて費用が高すぎる
ことや入手の難しさを立証することが必要であ
る。しかしながら，それだけでは十分ではなく，
最終的には情報の重要性と負担とのバランスで
決定される。一方，非常に重要な情報であって
も，費用的な負担が過度に大きいと認められる
場合には，原告被告で費用分担されることもあ
る。よって，十分な根拠や証拠を示して過度な
負担であると立証することが重要である。

3．4　秘匿特権（Privilege）

（1）弁護士秘匿特権とは
弁護士秘匿特権とは，「法律上の助言を求め
るに際し，弁護士と依頼者との間で交わされた
コミュニケーションは，それに関する証拠提出
やディスカバリ手続きでの開示を拒否すること
ができるという特権をいう」と定義されている。 
ｅディスカバリでは，大量のデータの中から弁
護士秘匿特権で保護された情報を抽出する必要
があるため，不意に情報を開示してしまう可能

性が高い。この点，法律上種々の手当てがなさ
れている。

（2）法律上の手当て
FRCP26条（b）（5）（B）では，誤って開示
した情報に対する秘匿特権の主張に関する手続
きを規定している。具体的には，①誤って情報
を開示した場合には，情報開示者へ速やかに通
知し，根拠を説明する，②情報を入手した側は，
通知を受けた時に情報を返還，廃棄等し，特権
の主張に関する判断がなされるまで情報を使用
または開示してはいけない，③情報を入手した
側は，裁判所に判断を求めることができる，と
規定している。
また，秘匿特権の保護は，連邦証拠法に規定

されている。連邦証拠法502条では，不注意で
秘匿特権により保護された情報を開示しても，
秘匿特権主張者が開示を防ぐための合理的な手
段を講じていた場合には，秘匿特権の放棄とみ
なされない旨規定している。本規定では，具体
的な基準は明確とはなっていないが，その点，
Victor Stanley事件20）では，一定の見解が示さ
れるに至った。秘匿特権が放棄されたか否かは，
①不注意開示を防ぐための合理的な予防策，②
不注意開示の数量，③開示の程度，④開示を修
正する方法の遅延，⑤正義の観点上許されるか，
を考慮して判断するべきとされた。
Victor Stanley事件において，秘匿特権の放

棄とみなされる場合の一応の見解が示されたも
のの，まだ，何をもって放棄と見做されるかは
具体的とは言えない。そこで，最近の代表的な
判決を考察する。

（3）考　察
秘匿特権の放棄とみなされた判決として，

Infor Global Solutions事件21）がある。これは，
裁判所が指定した開示期限に迫られて，内容の
レビューをすることなく，秘匿特権を含むＥメ
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ール等を被告に開示した。原告は，特定の電子
メールソフトをインストールして確認しなけれ
ばならないファイルが大量にあったためレビュ
ーを行うことができなかったと主張したが，被
告への通知や締め切り延長の申し立てを試みな
かったため，秘匿特権を放棄したとみなされた。
一方，秘匿特権の回復が認められたKandel
事件22）では，弁護士が，コンサルタント＆レビ
ューチームに秘匿特権文書の仕分け方法を細か
く指示等していた。そして，原告が一部秘匿特
権文書の開示に気づいた後，追加キーワード検
索にて誤開示の裏付けを取った後速やかに原告
に通知した。裁判所は，被告が当該文書の開示
を防ぐための適切な措置および，開示後に文書
回収のための適切な措置を迅速に講じたとし
て，秘匿特権の回復を認めた。
両判決から，ディスカバリ手続き上，秘匿特
権情報を管理するために適切な努力を行ってい
くことが重要であることが分かる。

（4）まとめ
弁護士秘匿特権は，一度開示してしまうと

回復することは容易ではない。秘匿特権で
保護するＥメールについては，Privilege and 
Confi dentialを明示する等，日頃からの管理が
重要である。また，ｅディスカバリ手続きでは，
判例上，秘匿特権の管理を客観的に見て適切に
行っていた場合にだけ回復が認められる傾向が
強い。このため，例えば，専門業者を利用して
Ｅメールの確認を行ったとしても，二重チェッ
クをする等，秘匿特権の管理について自ら最善
をつくすことが重要である。

3．5　メタデータ

（1）メタデータとは
ｅディスカバリでは，メタデータの取扱いが
問題となることも多い。メタデータとは，電子
情報に付随するデータであり，通常，印刷した

場合やモニタには表示されない。メタデータに
は，最終変更履歴や編集コメント，表示フォン
ト，タイトル，作成者，作成日時，改訂回数，
最終保存日時，最終印刷日時，複製回数，表計
算ソフトにおける計算式，ハイパーリンク，デ
ータベースに関する情報が含まれる（Aguilar
事件23））。
このように，メタデータには種々の情報が含

まれているため，メタデータを参考にして，膨
大な数の電子情報から関連するものを容易に検
索でき，また，電子情報に改変が加えられれば，
その履歴は判別可能であるため，相手方からメ
タデータの開示を要求される場合もある。
しかし，電子情報のそれぞれにメタデータが

存在するため，全てのメタデータの開示が要求
された場合には，費用や時間の面から大きな負
担となる。
以下では，メタデータの取扱いに関する留意

点と判決で争われた論点について考察する。

（2）メタデータ取扱いの留意点
開示対象となる電子情報のコピーを作成した

り，修正を行ったりした場合には，メタデータ
に記録が残るため，相手方に証拠の改変の疑念
を生じさせる可能性がある。そのようなリスク
を回避するためにも，オリジナルの電子情報の
取扱いに留意し，電子情報だけでなく，メタデ
ータ自体の保全を考慮に入れた文書管理を行う
ことが好ましい。

（3）メタデータ特有の論点
１）メタデータは開示対象となるか
①法律上の手当て
FRCP34条は，ディスカバリの対象となる文

書等について規定し，文書または電子情報には，
文書，図面，写真，音声，その他のデータが含
まれるとしている。しかし，メタデータが対象
になるか明確に規定されていないため，いくつ
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かの判決では，メタデータが開示対象となるの
かが争われている。
②代表的な判決例
Shirley Williams事件24）では，電子情報の開
示を要求された被告がメタデータを削除した事
例につき，裁判所は，FRCP34条に規定された
通常保管される形式で作成される電子情報には
メタデータが含まれるとした。
Aguilar事件では，裁判所は，メタデータは
他の電子情報の形式と差異はないとし，当事者
の主張や防御において関連性があれば，ディス
カバリの対象になり得るとした。
さらに，Ryan事件25）は，開示を要求された

メタデータが訴訟に関連するか争われ，裁判所
は，文書の日付の整合性が重要な論点であるか
ら，メタデータには訴訟との関連性が認められ
るとし，開示要求側がメタデータを精査できる
ように，メタデータを含むネイティブ形式（対
象となる電子情報が作成されたアプリケーショ
ンに依存する形式）で電子情報を開示すべきと
した。
２） メタデータを要求すべき時期及び開示対
象の範囲

①法律上の手当て
FRCP26条（f）は，訴訟当事者間で電子情報の
開示範囲やファイル形式を含むディスカバリの
進め方について協議するよう規定している。し
たがって，訴訟当事者は，この協議においてメ
タデータの取扱いについて十分に確認すべきで
ある。具体的には，まず，メタデータを開示対
象とするのかを明らかにし，いずれの電子情報
に関するメタデータを開示するのか，また，提
出する際の電子情報のファイル形式について協
議する。特に，ファイル形式については，メタ
データを含むネイティブ形式あるいは，電子情
報をPDFやTIFF形式に変換し，メタデータに
ついては別途提出するのかを明確にすべきであ
る。このような点について十分な協議がなされ

なかった場合，以下に示すように争いが生じる
ことが多い。
②代表的な判決例
当事者間でメタデータを開示対象として

明確に定めていなかった事例としてShirley 
Williams事件がある。裁判所は，原告が「保管
されている形式」で電子情報を開示するよう求
めていた事実から，被告はメタデータを含む電
子情報を開示するか，あるいは，原告の要求に
対して異議を述べるべきであったとし，被告に
対してメタデータを含んだ電子情報を開示する
よう命じた。
一方，Aguilar事件では，メタデータを要求

する当事者は，当事者間の協議において求める
べきであり，電子情報を受領後にメタデータの
開示を要求するのは遅すぎるとし，一部の電子
情報についてのみメタデータを開示するよう命
じた。
次に，開示対象の範囲が争いとなった事例と

して，Kirk Dahl事件26）がある。この事件では，
原告が，被告に対し，Ｅメールと文書ファイ
ルの全てのメタデータを開示するように求めた
が，被告は12ファイルのメタデータしか開示し
なかった。これに対して，裁判所は原告の要求
を退けた。その理由として，裁判所は，これま
での判例において，メタデータが証拠に繋がら
ず，当事者の時間と費用を無駄にし，メタデー
タの価値について慎重な姿勢を見せている点を
挙げ，原告はメタデータが必要となる電子情報
を特定して，被告に開示を要求すべきとした。

（4）まとめ
以上のように，メタデータは電子情報の一部

として取り扱われるが，メタデータをディスカ
バリの対象とするかは当事者間の協議に委ねら
れる。今まで見てきたように，争いの原因の多
くは，当事者間でメタデータの取扱いを明確に
しなかったことに起因する。また，開示対象と
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して明確に定めていなかった場合であっても，
メタデータが訴訟との関連性が高ければ，裁判
所によって開示が命じられる可能性もある。以
上の点を踏まえて，メタデータの取扱いについ
ては，ディスカバリ計画の協議において十分な
議論を行っておくことが求められる。

4 ． アンケート

日本知的財産協会の国際第１，国際第２，国
際第３の各委員会所属の会員企業85社に，ｅデ
ィスカバリの経験等についてアンケートを依頼
し，そのうちの47社の企業から回答をいただい
た（回答率55%）。企業47社の米国での主な技
術分野は，電気30%，化学21%，機械18%，医
薬13%，バイオ３%，コンピュータ２%，その
他13%であり，全売上高に対する米国分の売上
高の割合は，10～30%が20社，10%以下が17社，
30～50%が７社，50～80%が１社，80%以上が
０社，無回答が２社であった。

4．1 アンケート内容及び集計結果

ｅディスカバリの経験等に関するアンケート
の設問内容及び集計結果を以下に紹介する。

【問１】　米国で訴訟の経験，或いは訴訟の準備，
検討をしたことはありますか。
１．はい，２．いいえ
【集計結果】
47社のうち，37社（約79%）が米国で訴訟の

経験，或いは訴訟の準備，検討を行ったことが
あると回答し，残りの10社はそれらについて経
験，準備・検討を行ったことがないと回答した。

【問２】　（問１で１．の方）ｅディスカバリの
経験はありますか。
１．はい，２．いいえ
【集計結果】
米国で訴訟の経験，或いは訴訟の準備・検

討を行ったことがある37社のうち，ｅディス
カバリの経験があると回答した企業は20社（約
54%）あり，それ以外の17社はｅディスカバリ
の経験がないと回答した。

【問３】　（問２で１．の方）ｅディスカバリに
おける電子的に保存された情報（Ｅメールなど）
の提出において，専門業者を使用したことがあ
りますか。
１．はい，２．いいえ
【集計結果】
ｅディスカバリの経験がある20社のうち，13

社（65%）が，専門業者の使用経験があり，そ
れ以外の７社は使用経験がないと回答した。

【問４】　（問３で１．の方）専門業者をどのよ
うに選択しましたか。
１．米国弁護士事務所からの紹介，２．自社で
選択（その業者に決めた理由），３．その他
【集計結果】
専門業者の使用経験のある企業13社のうち，

米国弁護士事務所からの紹介と回答した企業は
７社（約54%）あり，自社で選択したと回答し
た企業は６社あり，その他と回答した企業は０
社だった。なお，自社で選択した企業のその業
者を選択した具体的理由については，業者の業
務内容や信頼度，日本クライアントの経験，価
格比較，リビューワーの使い勝手等が挙げられ
た。

【問５】　（問３で１．の方）専門業者を使用す
る場合は，どのプロセスを専門業者へ依頼して
いますか（複数回答可）。
１．Ｅメールの収集，２．Ｅメール以外の電子
情報の収集，３．収集した電子情報の検索可能
なフォーマットへの変換，４．プロデュースす
る電子情報の検索・抽出，５．その他
【回答結果】
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ｅディスカバリの経験があると回答した20社
を対象に調査したところ，図２の集計結果が得
られた。この集計結果から，電子情報の収集か
ら，フォーマット変換，検索・抽出まで，ｅデ
ィスカバリの一連のプロセスを満遍なく専門業
者に依頼していることが分かるが，そのうちの
一部のみを依頼している企業もあり，その依頼
内容は各社異なっていた。その他の回答として
は，収集した電子情報のデータベース化，プロ
ダクション（bates numberの付与，PDFデー
タへの変換等）があった。

【問６】　（問３で１．の方）専門業者を使用し
た場合，平均的にどの程度の費用がかかりまし
たか。
１．1,000万円未満，２．1,000万円～3,000万
円未満，３．3,000万円～5,000万円未満，４．
5,000万円～１億円未満，５．１億円以上
【回答結果】
専門業者の使用経験がある13社のうちの12社
の回答に基づき，図３の集計結果が得られた。
専門業者に依頼する作業内容やその作業量に応
じて発生額が変動するものと考えられるが，最
も多かったのは，1,000万円～3,000万円未満の
４社であった。

【問７】　（問３で１．の方）専門業者を使用し
た場合の，良かった点，悪かった点を教えて下
さい。
【回答結果】
専門業者の使用経験のある13社から以下のよ

うな回答をいただいた。
（専門業者の良かった点）
・社内担当者の手間や負担を軽減できた。
・ 自社では技術的に困難な作業を安心して代行
してもらえた。

・ 短時間で効率的に作業を遂行してもらえた。
・ 電子情報の収集の際に第三者の判断による客
観性が担保された。

・専門家に任せられるという安心感があった。
・ （日本の業者を使ったことで）日本語データ・
日本特有のソフトウェアに対応でき，コミュ
ニケーションも容易に行えた。

・ メタデータの保存により証拠能力の確保がで
きた。

（専門業者の悪かった点）
・ 費用が高額である。（初期費用だけでなく訴
訟継続中のデータ保存のためのランニング費
用も継続的に発生）

・ 意図通りの情報検索が可能かどうかの確認や
大まかな分類作業等は社内担当者が行う必要
があり，全ての作業を専門業者に完全に一任
することはできなかった。

図２　専門業者に依頼したプロセス（問５）

図３　専門業者使用時の発生金額（問６）
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・ （業者が日本語データに慣れていなかったた
め）多くの文書で文字化けが発生した。
・ 提出されたデータと対象者との紐付けが不十
分で機械サーチができなかった。
・ OCRをかけていないためテキストサーチや
日本語による検索も不可能であった。
・ 専門業者との事前の折衝に時間がかかった。

【問８】　日頃，ｅディスカバリのために，どの
ような対策を具体的に行っていますか。
【回答結果】
回答をいただいた47社からの回答の一部を以
下に紹介する。
・ 関連部門に対して社内文書管理規定を教育・
徹底する。
・ 社内文書管理規定で電子情報の保管場所及び
保管期間を定めている。
・現段階では特に何もしていない。
・ 日頃からは特に対策を行わず，訴訟が起こる
と予測される場合に関連部門に対して文書保
全通知を行う。
・ ｅディスカバリ関連セミナーへの参加による
情報収集・社員の意識向上を図る。
・ 共通サーバ内での電子情報の整理を徹底す
る。
・ メールソフトにて案件毎にフォルダを細かく
設定する。
・ 弁護士秘匿特権の対象文書であることを電子
文書に明示する。
・ 社内文書管理規定をｅディスカバリへ対応す
るように現在改定中である。
・ 知的財産に関する電子情報について体系的な
管理を行っている。
・Ｅメールで不要なやりとりはしない。
・ 米国特許侵害を自認していると誤解されるよ
うな表現はしないよう資料の表現に気を使っ
ている。

4．2　アンケート結果の考察

問１で「米国で訴訟の経験，或いは訴訟の準
備，検討をしたことがある」と回答した企業の
中で，ｅディスカバリの経験があると回答した
企業（問２）の割合を調査した所，米国で実際
に訴訟に発展してｅディスカバリを経験したこ
とのある企業の割合は54％に上ることが分かっ
た。
また，その中で，ｅディスカバリにおける電

子情報の提出において，専門業者を使用したこ
とがあると回答した企業は65%（問３）に上っ
た。
問４で「米国弁護士事務所からの紹介」によ

り専門業者を選択したと回答した企業と自社で
選択した企業がそれぞれ半数存在する事が分か
った。各企業の判断基準で選択を行った事が「そ
の業者に決めた理由」からも見てとれる。
問６での「専門業者を使用した場合の（平均

的）費用」では全選択肢に亘って回答が得られ
ているが，「２．1,000万円～3,000万円未満」と
回答した企業が４社で，この程度の金額はかか
るようである。
問７での「専門業者を使用した場合の良かっ

た点」については，電子情報の収集や電子情報
自体の客観性，公平性を上げる企業が多かった。
やはり，訴訟において証拠の客観性，公平性は
重要となるからであろうと考えられる。また，
困難な作業を代行してもらえた，手間が省けた
との意見も多かった。専門業者を使用した当初
の目的を達成できているものと考えられる。
一方，「専門業者を使用した場合の悪かった

点」については，費用についての意見が多く，
費用が高いとの回答が多く寄せられた。また，
訴訟継続によりランニング費用がかさんだ，発
注側企業担当者が全く関与しない訳ではない，
事前折衝に時間がかかった，満足いく作業をし
てもらえなかった，との意見が少ないながらも
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存在しており，専門業者を使用する際にはこう
した点も考慮する必要がある。
なお，日本企業においては，ｅディスカバリ
への対応にあたって，日本語の電子文書を取り
扱う必要があり，米国弁護士や専門業者も不慣
れな場合があるため，米国弁護士とよく相談し，
対応を行う必要がある。また，日本企業向けの
専門業者の使用も考慮すべきである。
問８の「日頃，ｅディスカバリのために，ど
のような対策を具体的に行っていますか」との
問いについては，文書管理規定を制定している，
文書管理を徹底しているとの回答が多く見られ
た。また，資料やＥメールを分別・整理してい
る，訴訟ホールド後にＥメールを削除しない等
の社内規定を遵守している，弁護士秘匿特権対
象文書の明示をしている旨の回答も見受けられ
た。これは，問１で「米国で訴訟の経験，或い
は訴訟の準備，検討」をしたことがないと回答
した企業，問２で「ｅディスカバリの経験」が
ないと回答した企業からもこうした回答があ
り，訴訟経験の有無，ｅディスカバリ経験の有
無に関わらず，日頃からｅディスカバリのため
の対策を行う意識の高い日本企業が存在してい
る事が分かった。一方で，実際に訴訟経験の有
る企業，ｅディスカバリ経験の有る企業であっ
ても，特に対策をしていないとの回答をしてい
る企業が数社ほど存在しており，そうした企業
であってもｅディスカバリに向けて何ら対策を
講じず訴訟に望んでいることが確認された。
特に，Ｅメールは現在ではビジネスにおいて
基本的なコミュニケーションツールになってい
るが，業務に関係する情報が送受信者双方で
刻々と発生し，未整理の電子情報として各所に
日々蓄積されていく。このようなＥメールの性
質から，Ｅメールは，量が膨大で必要情報が得
にくい電子情報の代表例となっており，管理規
定に則った運用を，全ての従業員に徹底させる
ことが重要である。

5 ． おわりに

本稿では，米国訴訟におけるｅディスカバリ
において，どのような点に注意をして手続きを
進めていけばいいかという観点から，実際の米
国連邦地裁でｅディスカバリの手続き上の様々
な問題においてどのような判断がなされたかを
調査し検討した。
ｅディスカバリとは言っても，裁判において

関連文書を提出するという観点では，従来のデ
ィスカバリと何ら変わる事はなく，裁判官の心
証を害することなく，誠実に対応さえすれば，
何も恐れることはない。書類の提出においても，
過度の負担がかかるものに関してはそれ相応に
免除され，費用に関しても，負担が軽くなるこ
とが判例により明らかにされた。従って，常日
頃からそのことを念頭に電子文書の管理を行っ
ていくことが重要である。
なお，会員企業へのアンケートからは，ｅデ

ィスカバリに向けた対策を講じず訴訟に望む回
答が見受けられた。こうした判決例の調査結果
からも分かるように，ｅディスカバリに向けて
何ら対策を講じずに訴訟に望む事は，少なから
ず危険を伴う事であり，注意を喚起しておきた
い。
最後に，本稿が，ｅディスカバリに関する理

解の一助となれば幸甚である。
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